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１．はじめに 

 ２０１６年１月２４日、国道交通省北陸地方整備局高

田河川国道事務所管内は広範囲にわたり大雪となり、特

に国道８号親不知地区において観測史上最大の短時間で

の降雪を記録した。このため、北陸自動車道が通行止め

となり、国道８号親不知地区では大型車によるスタック

車両が発生し、１５ｋｍにも及ぶ大渋滞が発生した。 

 高田河川国道事務所では災害対策基本法の一部改正後、

北陸地方整備局管内では初めてとなる、災害対策基本法

に基づく道路区間指定を適用し、指定区間内の車両排除

及び除雪を実施した。本報分では、その際の対応等につ

いて検証し、今後の課題等について報告するものである。 

  

２．概要 

 

 国道８号は新潟市を起点として京都に至る、日本海側

で唯一の主要幹線道路である。その中で新潟県糸魚川市

親不知地区(図-1)は新潟県の最西端に位置し、延長１５

ｋｍにも及ぶ急峻な斜面や断崖絶壁、日本海側特有の厳

しい気象から「天下の 」として古くから交通の難所と

して、名を馳せていた。現在、当地区の１０．７ｋｍ間

は一般通行規制区間に指定されている。 

今回の災害対策基本法に基づく道路区間指定の適用は

このような急峻な地形条件と短時間豪雪が起因となり実

施したものである。 

 

３．２０１６年１月２４日の異常降雪対応 

 

3.1気象概要 

 １月２３日未明から日本上空に非常に強い寒気が入り、

２４日には北陸地方整備局管内は冬型の気圧配置となっ

た。高田河川国道事務所管内にも断続的に強い雪雲が流

れ込み、広範囲にわたり大雪となった。 

国道８号親不知地区も１月２３日未明から降り始め、

２４日も断続的に１ｃｍ～５ｃｍ程度と比較的緩やかな

降雪状況であった。 

しかし、２４日の１３時から１５時の３時間のみ突然

天候が急転し、降雪予測値４ｃｍ以下に対して１３時：

１４ｃｍ、１４時：１１ｃｍ、１５時：１３ｃｍと短時

間（３時間）で３８ｃｍと予測降雪量を大幅に上回る時

間降雪量を記録した。(図-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2当日の対応及び時系列 

当日の対応は以下のとおりである。(図-3,4) 

a)１３時５５分 親不知地区を通行する北陸自動車道の

朝日ＩＣ～糸魚川ＩＣ間が気象（大雪）の悪化で通行

止めとなる。それに伴い、高速道路の通行車両が国道

８号に流入する。  

b)１４時４５分 北陸自動車道の朝日ＩＣ～新潟中央Ｊ

ＣＴ間及び上信越自動車道の上越高田ＩＣ～上越ＪＣ

Ｔ間通行止めとなる。 

c)１５時００分 親不知地区にて大型トレーラーＡがス

タックし、上下線２車線を閉鎖する。（写真－１） 

確認後、除雪ステーションより牽引車両（除雪機械）

が出動し、対応する。 

親不知地区 

 

国道８号            

図-1 位置図 

図-2 親不知地区（玉ノ木観測所）気象状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)１５時４５分大型トレーラーＡの牽引完了後、再度同

箇所で大型車両Ｂが停車し、片側交互通行になる。こ

れを受けて、高田河川国道事務所は事務所内に災害対

策支部を設置し、同時刻をもって注意体制を発令する。 

e)１６時４５分 大型車両Ｂの脇でトラックＣが停車し、

全面通行止めになる。同箇所を中心に上下線で渋滞が

発生する。同地区は迂回路がなく、牽引車両が現地に

向かうことが困難と判断し、糸魚川市寺島～同市市振

間で災害対策基本法に基づく道路区間指定を実施、同

時に警戒体制に移行する。 

f)１８時００分 糸魚川市大字外波地区～同市市振地区

８．７ｋｍ間にて通行止めによる集中除雪を実施。こ

の間渋滞が１５ｋｍにも及ぶ。 

g)２２時５５分 通行止め区間の車両排除及び除雪が完

了する。これに伴い、糸魚川市大字外波地区～同市市

振地区の通行止めを解除する。 

h)２５日８時３０分 災害対策基本法に基づく道路区間

指定を解除し、同時に警戒体制を平常体制に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 スタック車両（チェーン未装着車） 

図-3 交通規制等の時系列表 

図-4 交通規制等の状況図 



 

４．災害対策基本法を執行するための事前準備 

 

高田河川国道事務所では、災害対策基本法を円滑に執

行するため、事前準備を実施してきた。 

4.1手順書の作成 

 災害対策基本法適用時に一連の業務を円滑に執行する

ため、手順書（図-5）を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2事前訓練の実施 

 高田河川国道事務所管内は、大雪による大型車等の登

坂不能及び立ち往生対応が発生するリスクの高い箇所が

在るため、降雪期前の１１月２５日に机上訓練、２６日

に実働訓練を実施した。 

a)机上訓練 

 災害対策基本法に基づく道路区間指定等の連絡体制に

ついて、本局との合同訓練を実施した。その際、関係道

路管理者、警察、消防、自衛隊との情報伝達訓練を併せ

て実施した。(写真-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)実働訓練 

車両移動装置の使用方法や手順について、北陸技術事

務所や防災エキスパートを講師に招き、ＤＶＤの視聴に

よる座学の後、事務所構内でカーリフティング等にて実

際に車両を移動させる訓練を実施した。(写真-3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．課題及び問題点とその対応 

 

国道８号親不知地区での災害対策基本法に基づく道路

区間指定については、事前訓練や関係各位の協力もあり、

比較的早期に終了することができたが、課題及び問題点

が浮き彫りとなった。 

 

4.1初動体制における緊急時の連絡体制 

 今回、体制を実施した親不知地区は一般通行規制区間

に指定されており、連続雨量１４０ｍｍの事前通行規制

区間であったことから、事務所内の所属課や出張所の任

務分担が確立されていた。そのため、通行止めの段取り

についてスムーズに対応した。また、関係機関（ＮＥＸ

ＣＯ、自治体、警察、その他等全４１機関）との情報伝

達・連携についてもスムーズに対応することができ、通

行止めを早期に解消することができた。 

 今後は今回の事象を検証し、他地区での大型車等によ

るスタック車両発生から通行止めの解除に至るまで、更

なる改善に向けて対策を検討する。 

図-5 災害対策基本法の手順書 

写真-2 連絡体制の机上訓練状況 

写真-3 実働訓練（車両移動手順確認） 

 

写真-4 実働訓練（放置車両移動作業） 

 



 

5.2地元住民への情報発信 

 当地区は前項で記述したとおり、雨量による通行止め

を実施している区間であるため、通行止めを実施する際

に当所から発信した「通行止め通知」を基に自治体が地

元住民へ一斉メールを送信する仕組みとなっている。こ

の連絡先に国道維持出張所の電話番号しか記載しておら

ず、住民からの生活情報等の電話（コンビニやスーパー

等についての問い合わせ）が殺到し、一時回線が繋がり

にくくなるなど、本来業務に支障をきたす事態となった。 

そこで自治体と協議し、今後の発信では道路に関する

問合せとそれ以外の問合せについて、連絡先を分別して

情報を発信するように変更した。 

 

5.3トンネルのラジオ再放送 

 トンネル内で渋滞に巻き込まれた運転者から「ラジオ

を聞いても通行止めという同じ情報が流れるのみで、一

般のニュースを聞くことができない。」との苦情が受け

た。これは全線通行止めという重要な情報のため、トン

ネル及び洞門内のラジオ再放送を発生時からすべて「割

込放送」に変更したために起こった事象である。 

 苦情受付後、放送をハイウェイラジオに切り替え、一

般放送が聞けるように措置を講じたが、今後は割込放送

にインターバルを持たせることや伝えるべき情報項目に

ついて、検討したい。 

 

5.4牽引車両の配置 

 今回、スタック車両が発生した親不知地地区は、狭い

幅員と急カーブ、急勾配が連続する交通の難所である。

また、迂回路がないため、登坂不能車による渋滞が発生

しても牽引車両（除雪機械）が発生地点に容易に到達す

ることができない。そこで渋滞区間内の牽引車両の通行

を確保するため、所轄警察に要請しパトカーによる先導

を受けたが、牽引車両が現地に到着するのに多大な時間

を要した。 

 今回の事例を教訓に、当地区における登坂不能及び立

ち往生対策を新規に策定し、当該地区近くのパーキング

に牽引車両を待機（オペレータの宿泊含）させる措置を

執った。（写真-5） 

 

5.5通行止め時の要員配置 

 今回、国道及び高速道路が通行止めのため、現地への

応援要員が速やかに配置できない状況であった。そこで

下記対策を講じた。 

事務所から国道維持出張所への応援及び現地での通行 

止め交替要員及び車両配置をするため、ＮＥＸＣＯ管理 

事務所に緊急依頼し、閉鎖中の北陸自動車道を特別に通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行許可を得て通行し、配置した。第２陣については北陸

新幹線を利用して現地に向かった。 

 

６．登坂不能車への是正処置 

 

高田河川国道事務所では、平成２６年度より適切なチェ

ーン装置を怠り、路上で立ち往生した大型トレーラー等

の安全運転管理者あてに「是正要請文書＋登坂不能啓発

チラシ」を送付している。今回の登坂不能車は災害対策

基本法による牽引となった。そこで重大な交通障害を発

生させたことへの認識をもってもらうため、原因となっ

た車両の所有者を特定し、是正要請文書及び登坂不能啓

発チラシ(図-6)を送付した。その結果、文書を送付した

３社のうち、２社より謝罪の電話をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図-6 是正要請文書及び登坂不能啓発チラシ 

 

７．おわりに 

 

今回の災害対策基本法に基づく道路区間指定の対応は、

関係機関の協力により、適用から約１６時間で解除する

ことができた。今後も関係機関と連携を密に行い、冬期

間の安全な交通を確保できるように努めていきたい。     

 

宿泊施設 

牽引車両 

写真-5 牽引車両待機状況 


